
新型コロナウイルスワクチン接種について

資料４－１



１．予防接種法の「臨時接種」の実施

２．医療従事者等向け接種

３．高齢者向け接種
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（出典）PMDAウェブサイト. https://www.pmda.go.jp/RMP/www/672212/844b8dfe-491e-470f-ab0f-31f68e867f5e/672212_631341DA1025_10_001RMPm.pdf
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(出典) 第２回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会（令和３年１月25日） 資料１
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 ワクチン接種に向けた庁内体制を増強 ⇒２名体制から７名体制に

ワクチン接種体制構築に係るこれまでの流れ

R2.12.22

 医療従事者・住民接種体制等を協議する地域別のワクチン接種体制調整会議

（第１回）を県内８地域で開催（~R3.1.20）

R3.1.8

 庁内体制をさらに増強 ⇒人員を７名体制から13名体制に

R3.1.12

R3.1.21～

 ワクチン接種場所と接種対象者のマッチングを協議する調整会議（第2回）を開

始（各地域で順次開催中）

 第１回自治体説明会

⇒体制整備や接種スケジュール

が示される

R2.12.18

 国通知

⇒ディープフリーザーの県内市町

別割り当て台数が示される

R2.12.28

 国通知

⇒医療従事者向け接種の基本的な

考え方と体制構築の進め方が示される

R3.1.8

 ディープフリーザー配置に向けた事前調整のため、候補となる23病院の訪

問を開始（～R3.1.6）

 優先接種の対象となる医療従事者数の報告を病院や関係団体に依頼
R3.1.14～

 第２回自治体説明会

R3.1.25

 市町向け説明会、医師会向け説明会、病院向け説明会をそれぞれ開催

R2.12.24～25

国の動き 県の動き

 国通知

⇒高齢者向け接種の基本的な考え方と

体制構築の進め方が示される

R3.1.28

R3.1.28～

 ディープフリーザーの配置計画を国に提出

 接種計画（暫定版）を国に提出
R3.2.2

R3.1.29

 住民接種の円滑な実施に向けて市町担当課長とのWeb意見交換会を開催

 庁内体制をさらに増強 ⇒人員を13名体制から17名体制に
R3.2.10

 一般向けコールセンターを全国に先駆けて開設
R3.2.12

 ファイザー製ワクチン承認

R3.2.14

 第３回自治体説明会

R3.2.17

 接種計画（確定版）を国に提出
R3.2.17

医療従事者等58,897人
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(出典) 第３回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会（令和３年２月１７日） 資料１
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接種順位の考え方（案）
２ 医療従事者等の範囲について（続き）

（２） 医療従事者等の範囲は以下とする。
〇 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者（注）を含む。以下同じ。）に頻繁に接する機会のある医師
その他の職員

※ 診療科、職種は限定しない。（歯科も含まれる。）

※ 委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。

※ バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならない。

※ 医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判
断により対象とできる。

※ 訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。
※ 介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる。
なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所と同様に医療従事者等の範囲 に含まれる。

〇 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者（注）を含む。以下同じ。）に頻繁に接する機会のある薬剤師そ
の他の職員（登録販売者を含む。）

※ 当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。

〇 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員

※ 救急隊員等の具体的な範囲は、新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる、①救急隊員、②救急隊員と連携して出動する警防要員、③都道府県航空消防隊員、

④消防非常備町村の役場の職員、⑤消防団員（主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を想定）。

（参考）「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における接種対象者について」

（令和３年１月15日付け消防庁消防・救急課、消防庁救急企画室、消防庁国民保護・防災部地域防災室、消防庁国民保護・防災部広域応援室事務連絡）

〇 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者
・ 患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等
（例）保健所、検疫所、国立感染症研究所の職員で、積極的疫学調査、患者からの検体採取や患者の移送等の患者と接する業務を行う者。

・ 宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者
（例）宿泊療養施設において、健康管理、生活支援の業務により、患者と頻繁に接する業務を行う者。

・自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者

・自治体が新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特設会場を設ける場合に、予防接種業務に従事する者であって、新型コロナウイルス感染症患
者と頻繁に接すると当該特設会場を設ける自治体が判断した者

注 疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者であることを積極的に疑う場合だけでなく、発熱・呼吸器症状などを有し新型コロナウイルス感染症患者かどうか分からない患者を含む。

追加

追加

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000740274.pdf


(出典) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保について（自治体説明会③）（令和３年２月17日） 資料１
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(出典) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保について（自治体説明会③）（令和３年２月17日） 資料１
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第１弾前半１回目（3/1の週）
６箱（1170バイアル）

第１弾後半１回目（3/8の週）
６箱（1170バイアル）

第１弾前半２回目（3/22の週）
６箱（1170バイアル）

第１弾後半２回目（3/29の週）
６箱（1170バイアル）
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医療従事者等向け優先接種（第１弾）

2月19日 医療従事者等向け優先接種の割り当てが提示 12箱×２（24箱）

3/1の週
(前半１回目)

3/8の週
（後半１回目）

3/22の週
（前半２回目）

3/29の週
（後半２回目）

配布先

第１弾前半 ６箱 ６箱 基本型６施設

第１弾後半 ６箱 ６箱 基本型６施設

国からの説明事項
〇 医療従事者等向け優先接種のシリンジは、１バイアルあたり５回分のものを供給

⇒ 12箱 × 195バイアル × ５ ＝ 11,700人分 （対象者の20%程度）

〇 １回目の送付先と２回目の送付先の変更は不可
⇒ 第１弾（３月分）で送付可能な基本型施設は12施設
⇒ フリーザー設置の22施設（先行接種実施４施設を除く）全てを対象に送付できない。

第２弾の配布計画は不明

〇 冷凍状態での基本型ー連携型の移送は可能となったが、基本型ー基本型の移送は不可
⇒ 基本型を22施設のままの設定とすると、三重県に22箱×２（44箱）が配分される
まで、配布できない基本型施設が生じることとなる。

コロナ対応の最前線で従事している医療機関へ優先的に配布したい
地域性・対象者数を勘案して、フリーザーが設置されている施設の一部を連携型に変更し、
基本型⇒連携型の小分けを行うこととした。

※基本型・連携型のカテゴリーは、現行システム（V-SYS）上、変更できないとのこと
（ただし、システム変更が検討されているとのこと）
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医療従事者等向け優先接種（第１弾）

配分週 基本型接種施設 移送先

3月1週目

三重大学医学部附属病院 ー

伊勢赤十字病院 ー

市立四日市病院 ー

桑名市総合医療センター 菰野厚生病院

松阪中央総合病院 上野総合病院

尾鷲総合病院 鈴鹿回生病院

3月2週目

鈴鹿中央総合病院 ー

県立総合医療センター ー

済生会松阪総合病院 紀南病院

松阪市民病院 いなべ総合病院

市立伊勢総合病院 県立志摩病院

岡波総合病院 名張市立病院



(出典) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する都道府県向け説明会（令和３年１月15日） 資料２
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(出典) 第３回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会（令和３年２月１７日） 資料１
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(出典) 第２回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会（令和３年１月25日） 資料１
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16252.html


高齢者向け優先接種
〇 2月25日 高齢者向け接種に係る出荷（予告）あり

〇 ４月26日の週までは、すべての市町に配分する箱数の割り当てがない状況である。
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今後の予定

医療従事者等接種
〇 第２弾、第３弾以降の配分が分かり次第、配分計画を作成。

・今回配分できなかったフリーザー設置医療機関、連携型接種施設への配分、診療所
等の従事者への配分も順次行っていく方針（配分量・時期を踏まえ検討）

4/5の週
(第１弾１回目・

２回目)

4/12の週
（第２弾１回
目・２回目）

4/19の週
（第３弾１回
目・２回目）

4/26の週 配布先

第１弾 ２箱
（１箱×２）

１市町

第２弾 10箱
（５箱×２）

５市町

第３弾 10箱
（５箱×２）

５市町

第４弾以降 すべての市町
に行き渡る数
量を想定

29市町

市町、医療関係者、県等を含め、割り当て方針を検討していく



今後のワクチンの割り当て方法について
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医療従事者等向け用について基本型接種施設（ディープフリーザー配置施設） 、高齢者向け用について各市
町に１箱ずつワクチン配分ができた以降の配分については、必要接種人数の残数の割合を基本に考えてはど
うか？（医療従事者等用については業務内容も踏まえることとする）

配付済み 新規配付 配付待ち

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ａ病院 5,000 10,000 9 6 67% 1 5 7 9 11 12 16 18 20

Ｂ病院 2,000 4,000 4 3 75% 3 8 13 19

Ｃ病院 1,000 2,000 2 1 50% 4 15

Ｄ病院 3,000 6,000 6 3 50% 2 6 10 14 17 21

配付率 ワクチン配付状況（１単位：1,170回分）ディープフリーザー設置施設
接種対象

医療従事者数

必要接種

回数

必要

単位数
配付数

（配分ルール）
▶各市町２巡目以降｜全体の必要接種人数に占める残りの必要接種人数の割合の多い順に配付

高齢者配分案

（配分ルール）
▶ 各施設２巡目以降｜全体の必要接種人数に占める残りの必要接種人数の割合の多い順に配付

配付済み 新規配付 配付待ち

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ａ病院 5,000 10,000 9 6 67% 1 5 7 9 11 12 16 18 20

Ｂ病院 2,000 4,000 4 3 75% 3 8 13 19

Ｃ病院 1,000 2,000 2 1 50% 4 15

Ｄ病院 3,000 6,000 6 3 50% 2 6 10 14 17 21

配付率 ワクチン配付状況（１単位：1,170回分）ディープフリーザー設置施設
接種対象

医療従事者数

必要接種

回数

必要

単位数
配付数

A市

B市

C町

D市

医療従事者等配分案

必要接種人数は、高齢者人口で推計



「みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン」の開設

 医療従事者等への接種を皮切りに新型コロナウイルスワクチンの県民への接種が始められ
ることから、ワクチンに関する県民の質問に答えるとともに、的確な情報提供をおこなうため、
全国に先駆けてに新型コロナウイルスワクチン接種に関するコールセンターを開設

０５９－２２４－２８２５
９時から２１時まで（土・日・祝日も対応）

みえ新型コロナウイルス
ワクチン接種ホットライン

０１２０－７６１７７０

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

９時から２１時まで（土・日・祝日も対応）
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「みえ新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト」の開設

 三重県で新型コロナウイルスワクチン接種を受ける方を対象に、ワクチン接種に関する最新
情報を随時発信していくための、新型コロナウイルスワクチン接種に関するポータルサイトを
開設
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